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畜産金融 
 家畜導入に関する制度のうち、無畜農

家の有畜化を目的として昭和 27 年度か

ら始められました。有畜農家創設事業は、

昭和 35 年度までに乳用牛約１万頭、役

肉用牛約５千頭などを新たに県下の農

家に導入し、農業経営の合理化と畜産の

発展に大きな役割を果たしてきました。 

 しかしながら最近における畜産物需

要のいちじるしい伸びと、農業生産の選

択的拡大として最大の成長部門である

畜産は、多頭羽数飼養による主産地的集

団化の傾向を示していますので、今後家

畜導入の制度である有畜農家創設事業

は、農業近代化資金制度に統合され、有

畜農家創設基準もなくなり、これに代る

新しい有畜農家育成基準が、多頭化の線

にそって近く農林省において定められ

ることになっています。 

 この基準は多頭数飼養化により自立

経営を育成し、または協業化を促進して、

農業経営の構造改善を図る目的のもの

であります。 

 昭和 36 年度は農業近代化資金制度も

11 月 10 日にようやく国会で成立し、日

のめをみることができましたが、家畜の

導入希望頭数も大幅に増加し、12月１日

現在で乳牛 1,839 頭、役肉用牛 445 頭、

種豚 64 頭がすでに導入され、今後も前

年度を大きく上まわる頭数が導入され

る予定であります。 

 昭和 36 年度農業近代化資金の岡山県

資金枠は約 10 億円で、そのうち畜産関

係に融資される額は全体の約 65％で、そ

のうち家畜導入資金は全体の約 35％、畜

産施設関係資金は全体の約 30％が見込

まれています。 

 昭和 37 年度としては岡山県は乳用牛

4,500 頭、役肉用牛 3,000 頭、種豚 800

頭を導入するように計画しています。 
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 農林漁業金融公庫資金並びに農業改良資金の大

部分は、農業近代化資金制度の農協系統資金の利用

ということで統一されましたが、そのうち公庫資金

で牧野改良及び共同利用施設の一部、新たに追加さ

れた乳業者に対する乳業資金、ふ卵業者に対するふ

卵育すう施設資金、農業改良資金では技術導入資金

のみは従来の形のままで残されています。 

 今後畜産がますます発展して行くうえにおいて、

特に多頭化による自立経営又は協業経営などによ

る畜産経営は、資金調達ということが近代的施設の

整備に非常に重要になってきます。合理的に計画的

に資金計画を樹立しない畜産経営は決して成功し

ないといっても過言ではないと思いますので、各資

金をよく研究され、利用されんことを望んでいます。 


